
(例２)
当該G設置 変更後G1 当該E設置 変更後E1

当該変更

団地特例 有　無 敷地面積 面　　積

代表業種名 医薬品製造業 集合地特例 有　無

1761 1762 1651 1652

1,600 3,400 1,600 3,400
0.3 0.4 0.65 0.65

1.3 1.2 1.3 1.2 () () () ()

GO EO

17,814 2,500 3,000

当該G設置 変更後G1 当該E設置 変更後E1

当該変更 () () () ()

面　　積

1,700
△1,600

1762 3,400 900 3,400 900 3,900

（255） (2,755) (69) (3,069) () () () ()

400 400
△220 △150 △150

1762 520 3,920 250 3,650 250 4,150

(113) (2,868) (62) (3,131) () () () ()

170 400 800
△40 △250 △250
125
△50 150 3,800 550 4,700 () () () ()

(126) (2,994) (508) (3,639)

() () () ()

() () () ()

() () () ()

() () () () () () () ()

生産施設面積

備　考
住所・電話番号

〒□□□－□□□□　八王子市○－○－○
(GO) (次回GO) (EO) (次回EO)

TEL()--

－
 7

8
 －

様式10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　準　則　計　算　推　移　表 （兼業の場合）

会社工場名 △△工業㈱　八王子工場 整理番号

業　種

γi

αi

受理年月日
変更後面積

(次回EO)
敷地面積

昭和49年6月28日現在
の状況

増設可能敷地面積 [計算式]

整理番号

受理年月日
変更後面積

担　当　者

細分類番号

P0i

(EO)

1761 1,700

業　種

生産施設面積

1,4801761

(GO) (次回GO)
備　考

16八第30号

16.9.13

29,000

17.2.16

29,000

20八第５号

16八第20号 900900

20.6.25 1652 3,995

1651 1,610

29,000

① 

② 

１ 

４ ２ 
④ 

５ 

６ 
③ 

３ 

1,600   3,400 

0.3×1.3  0.4×1.2 
29,000－     ＋ 

備考 １  GO・・昭和49年６月28日現在の緑地面積 

      EO・・昭和49年６月28日現在の環境施設面積（緑地面積を含む） 

   ２  当該G(E)設置・・当該変更に伴い設置される緑地（環境施設の面積） 

   ３  (GO)(EO)・・当該生産施設の面積の変更に伴い設置される緑地面積（環境施設）のうち、 

     当該生産 施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地（環境施設）の面積 

     を超える面積 

  ５ 次回Go（次回Eo）・・当該変更後に設置されている緑地（環境施設）｛当該届出前に届けられた 

              緑地（環境施設）の面積の変更に係るものを含む）｝の面積の合計のうち、 

              昭和49年６月29日以後の当該変更を含む生産施設の面積の変更に伴い、最低 

              限設置することが必要な緑地（環境施設）の面積の合計を超える面積 

  ６  備考…期間短縮等について記入 

  ７  面積の減少の場合「－〇〇」と入力すれば自動的に「△○○」に変換します。 



①　Ｐ0i …i業種について昭和49年６月28日現在設置済又は工事中であった生産施設面積
　　　γ i …i業種の生産施設面積率
　　　α i …i業種の既存生産施設用敷地計算係数
 
☆計算式：　兼　　業　Ｓ－Σ     Ｐ0i
                                        γ iα i

②　整理番号と受理年月日は、受理通知書が届いてから記入してください
③　兼業の場合の生産施設の面積の欄は業種ごとに区分して記入してください。
　　その場合、業種の欄に分類番号を記載してください
④　届出毎にこの表を作成してください。（敷地面積の変更のみの場合等も作成するようにしてください。）

 

左の推移表は、２つの業種をもつ兼業工場が３回の変更届出を行った場合の例である。 

昭和49年６月29日現在、29,000㎡敷地面積、生産施設（医療品原薬製造工場1,600㎡、医

療品製剤製造工場3,400㎡）、緑地2,500㎡、緑地以外の環境施設（テニスコート500㎡）

である。 

３回目の届出は以下のとおりであり、79頁の準則計算表と対応している。 

 医療品原薬工場のスクラップ&ビルド（170㎡の増設と40㎡の減） 

 医療品製剤工場のスクラップ&ビルド（125㎡の増設と50㎡の減） 

 緑  地 400㎡の増設と250㎡の減（150㎡の増） 

m 

ｉ＝1 


